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税務署からのお知らせ
～インボイス制度説明会～

　来年10月1日から適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
が導入され、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となる
ための登録申請手続は、昨年10月から受付が開始されています。
　インボイス制度では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者の
みがインボイスを発行することができ、制度が開始する来年10月1日か
ら登録を受けるためには、来年3月31日までに登録申請書を提出する必
要があります。
　なお、事業者のみなさんに、制度の内容をご理解いただくため、以下
のとおり説明会（事前予約制）を実施します。

インボイス制度説明会開催日時（事前予約制）
※収容人数の都合上、事前予約制にな
りますので、開催日の1週間前までに、
泉佐野税務署 法人課税第1部門（☎4
62-3471）へ
問合先　泉佐野税務署
　　　　（☎462-3471）

市
・
府
民
税

第
３
期
分
の
納
期
限
は

10
月
31
日
㈪
で
す

　
領
収
書
は
お
支
払
い
済
み
の
証

拠
と
な
る
も
の
な
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

税
務
課

法
人
市
民
税
に
係
る
開
設
届
を

　

法
人
市
民
税
と
は
、
市
内
に
事
務

所
、
事
業
所
ま
た
は
寮
な
ど
が
あ
る
法

人
お
よ
び
人
格
の
な
い
社
団
な
ど
（
収

益
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
）
が
納
め

る
税
金
で
す
。
市
内
に
新
し
く
会
社

を
設
立
し
た
と
き
、
事
務
所
な
ど
を

開
設
し
た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。

（
税
務
署
お
よ
び
府
税
事
務
所
へ
の

提
出
と
は
別
に
届
出
が
必
要
で
す
。）

　

法
人
市
民
税
に
は
、
国
税
の
法
人

税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
出
す
る

法
人
税
割
額
と
、
資
本
金
等
の
額
と

市
内
の
従
業
者
数
に
よ
り
算
出
す
る

均
等
割
額
が
あ
り
、
事
業
年
度
終
了

の
日
の
翌
日
か
ら
２
ヵ
月
以
内
に
、

申
告
書
を
税
務
課
へ
提
出
す
る
と
と

も
に
、
法
人
税
割
額
と
均
等
割
額
の

合
計
額
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

▲インボイス説明会
QRコード

※
赤
字
決
算
と
な
り
、
法
人
税
額
が
０

円
と
な
っ
た
場
合
も
、
均
等
割
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
申
告
と
納
付
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
申
告
義
務
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
の
提
出
が
な

い
場
合
、
未
申
告
法
人
と
し
て
調
査

し
、
そ
の
結
果
に
よ
り
「
決
定
」
の

行
政
処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

税
務
課

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

開催日 時間 場所 定員

10月14日㈮
10:00～11:00 泉佐野納税協会 3階会議室

（日根野3683-3）
20人

13:15～14:15 20人
10月27日㈭ 14:30～16:00 エブノ泉の森 小ホール 200人

11月8日㈫
10:00～11:00

泉佐野納税協会 3階会議室
（日根野3683-3）

20人
13:15～14:15 20人

12月7日㈬
10:00～11:00 20人
13:15～14:15 20人

▲インボイス特設サイト
QRコード

税

　インボイス制度の詳しい情報については、
国税庁ホームページ内のインボイス制度特設
サイトをご覧ください。国税庁が行っている
オンライン説明会の模様、申請手続きに関す
ることやＱ＆Ａなども掲載しています。

税
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、
先

発
医
薬
品
（
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き

た
新
薬
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
販

売
さ
れ
る
医
薬
品
で
、
先
発
医
薬
品

と
同
じ
有
効
成
分
を
同
量
含
み
、
同

等
の
効
き
目
が
あ
る
と
国
に
認
め
ら

れ
た
医
薬
品
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
は
開
発
に
か
か
る
費
用
が
抑

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
発
医

薬
品
よ
り
安
価
で
経
済
的
で
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
に
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

【
切
り
替
え
時
の
ご
注
意
】

●
す
べ
て
の
先
発
医
薬
品
に
対
し
て

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
対
応
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
使
用
で
き
る
病
気
（
効
能
）
が
異

な
る
な
ど
の
理
由
で
切
り
替
え
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
先
発
医
薬
品
と
色
や
大
き
さ
、
形

な
ど
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り

替
え
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、医
師
・

薬
剤
師
に
ご
相
談
の
う
え
、
事
前
に

必
ず
、
医
療
機
関
や
薬
局
に
医
薬
品

取
扱
い
の
有
無
・
在
庫
の
状
況
を
お

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
夜間納付相談

　月に1度、保険料の納付および納付相
談窓口を設けていますので、ご利用くだ
さい。
日時　毎月第3木曜日（祝日除く） 　　　
午後5時30分～8時（受付：午後7時30分
まで）
場所・問合先　国保年金課

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

〜
新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
〜

　

現
在
交
付
し
て
い
る
保
険
証（
水

色
）
は
11
月
1
日
以
降
使
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

新
し
い
保
険
証（
薄
い
茶
色
）
を

10
月
下
旬
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

し
ま
す
の
で
、
届
き
次
第
、
新
し
い

保
険
証
を
使
用
し
て
い
た
だ
き
、
古

い
保
険
証
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
11
月
に
な
っ
て
も
届
か
な
い

場
合
は
国
保
年
金
課
ま
で
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

●
75
歳
に
な
る
人

　

11
月
1
日
以
降
に
75
歳
に
な
る
人

は
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
対
象
と
な
る
た
め
、
新
た
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
を
75
歳

に
な
る
前
に
郵
送
し
ま
す
。

●
外
国
籍
の
人

　

来
年
の
10
月
31
日
ま
で
に
在
留
期

間
の
満
了
を
迎
え
る
外
国
籍
の
人

は
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
在
留
期

間
の
満
了
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
在

留
期
間
を
延
長
し
た
場
合
は
、
保
険

証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

保
険
料
の
納
付
は
お
済
み
で
す
か
？ 

10
月
31
日
㈪
は

第
５
期
分
の
納
期
限
で
す

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
保
険
証
の
有
効
期
限
が
短
く

な
る
ほ
か
、
資
格
証
明
書
の
交
付
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
納

期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
、
滞
納
し
て
い
る
人
の

財
産
（
不
動
産
・
預
貯
金
・
給
料
な

ど
）
を
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
保
険
料
は
、
納
期

内
に
収
め
ま
し
ょ
う
。

【
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
】

　

国
民
健
康
保
険
料
を
年
金
か
ら
差

し
引
い
て
納
付
さ
れ
る
人
以
外
は
、

原
則
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
口
座
振
替
は
一
度

の
登
録
手
続
き
で
納
期
ご
と
に
自
動

的
に
引
き
落
と
し
さ
れ
る
た
め
、
納

め
に
行
く
手
間
も
省
け
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し
た

場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還
付

し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申
請

し
て
い
た
だ
く
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
納
付
書
で
納
付
し
て
い
る

人
は
、
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口

座
振
替
の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

き
、
口
座
振
替
の
推
進
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し
暗

証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口
座

振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
大
阪
泉
州
農

業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働
金
庫
は
除

く
。
ま
た
、
一
部
取
り
扱
い
で
き
な

い
カ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。）

【
電
話
で
の
納
付
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
】

　

納
付
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合

は
、
納
付
猶
予
や
分
割
納
付
の
相
談

も
で
き
ま
す
の
で
、
電
話
で
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
で
収
入
減
少
し
た
場
合

な
ど
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

減
免
申
請
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容

は
、
問
い
合
せ
て
い
た
だ
く
か
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合 

給
付
課
（
☎
06
・
４
７
９

０
・
２
０
３
１ 

Fax
　

06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
０
）

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

国民健康保険ほか
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よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い

人
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
付
加
年
金
】

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
や
任

意
加
入
被
保
険
者
が
、
定
額
保
険
料

（
月
額
１
６
，
５
９
０
円
）
に
付
加

保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
上
乗

せ
し
て
納
付
す
る
と
、
次
の
計
算
に

よ
る
額
が
付
加
年
金
と
し
て
老
齢
基

礎
年
金
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加

保
険
料
を
納
め
た
月
数

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
、
基
礎
年

金
番
号
通
知
書

申
込
・
問
合
先　

国
保
年
金
課

【
国
民
年
金
基
金
】

　

国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
す
る
公
的
な

個
人
年
金
制
度
で
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

で
、
定
額
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
人

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
、
海
外

に
居
住
し
て
い
て
国
民
年
金
に
任
意

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一

定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が

実
施
し
ま
す
。

対
象

●
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
、
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税
と
な
っ
て
い
る

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所

得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ

る●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
人

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円

以
下
で
あ
る

請
求
方
法

●
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
受
給
す
る
人
…
対
象
と
な
る
人
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
請
求
書（
は
が
き
型
）

が
９
月
初
旬
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
請
求
書
に
記
入
の
う
え
提
出
し

加
入
し
て
い
る
人
も
加
入
で
き
ま
す
。

掛
け
金　

加
入
時
の
年
齢
や
性
別
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
納
め
た
掛
け

金
は
全
額
、
国
民
年
金
保
険
料
と
同

様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

大
阪
府
国
民
年
金

基
金（
０
１
２
０・６
５・４
１
９
２
）

※
付
加
年
金
も
国
民
年
金
基
金
も
保

険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
、
学
生
納

付
特
例
を
受
け
て
い
る
期
間
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
付
加
年
金
と

国
民
年
金
基
金
の
両
方
に
同
時
に
加

入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
10
年
間
付
加
保
険
料
を

納
め
る
と
…

２
０
０
円
×
12
ヵ
月
×
10
年
＝

年
額
２
４
，
０
０
０
円
が
加
算

て
く
だ
さ
い
。
来
年
１
月
４
日
ま
で

に
請
求
手
続
き
が
完
了
し
た
人
は
、

令
和
４
年
10
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
人
…
年

金
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
現
在
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
受
給
し
て
い
る
人
…
支
給
要
件
を

満
た
す
場
合
、
２
年
目
以
降
の
手
続

き
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。
支
給

要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
は
「
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
不
該
当
通
知
書
」
が

送
ら
れ
て
き
ま
す
。

問
合
先　

年
金
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

０
５
・
４
０
９
２
）

※
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求

で
困
っ
た
と
き
は
、
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
日
本
年
金

機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口
座

番
号
や
暗
証
番
号
を
お
聞
き
し
た

り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め

た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

広　

告

この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-275-5449）へ

国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

国民年金
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